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指定工事店登録関係 

 

指定期間・・・・原則として指定日より５ケ年とする。ただし年度途中の場合は短縮されま

す。 

 

指 定 日・・・・原則として４月１日とするが、年度途中の登録の場合、指定工事店登録申

請決裁日を指定日とする。 

 

指定期間満了日・・・３月３１日とする。 

 

登録手数料・・・・・１０,０００円 

 

指定工事店登録条件 

・嘉島町登録の責任技術者が１名以上選任していること。 

・工事の施工に必要な設備及び機材を有していること。 

・熊本県内に店舗（事務所）を有すること。 

 

遵守事項及び責任 

・店舗の移動若しくは責任技術者の変更その他重要な異動があったときは、その都度変更 

届出書（様式第 6 号－２）により届出なければならない。 

・指定証を店舗の見やすい場所に掲示すること。 

・工事の依頼を受けたときは、正当な理由がなければこれを拒んではならない。 

・工事は責任技術者の管理の下において行うこと。 

・名義を第三者に貸してはならない。 

・請け負った工事を第三者に一括下請けさせてはならない。 

・工事完了検査の結果、不良と認められる箇所については、指定する期間内にこれを改修し

なければならない。 

・工事に合格した後でも、1 年以内において自己の工事に係わる排水設備に故障を生じたと

きは、無償でこれを修理しなければならない。ただし、不可抗力又は使用者の責に起因す

るときはこの限りではない。 

 

 

 

 

－２０－ 



 

指定工事店登録申請関係記載例 

 

－ 様式－ 

○ 排水設備指定工事店申請書･･････････････様式第６号（第８条関係） 

○ 排水設備指定工事店変更届出書･･････････様式第６号－２（第１６条関係） 

○ 嘉島町排水設備指定工事店継続申請書････様式第５号（第７条関係） 

 

 

－ 排水設備指定工事店申請書及び嘉島町排水設備指定工事店継続申請書の添付書類 － 

 

○ 工事業者が個人の場合は、住民票、在留カード又は特別永住者書、市町村が発行する身

分証明書 

○ 工事業者が法人の場合は、定款又は寄附行為、登記事項証明書、代表者の住民票、在留

カード又は特別永住者書、市町村が発行する身分証明書 

○ 営業所の平面図、付近見取図、写真 

○ 選任する責任技術者の排水設備工事責任技術者証の写し、雇用関係を証する書類 

○ 工事の施工に必要な設備及び機材を有していることを証する書類 

 

－ 排水設備指定工事店変更届出書の添付書類 － 

 

○ 指定工事店名(商号)または代表者変更の場合 

・定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人) 

・指定工事店証 

○ 指定工事店所在地変更の場合 

・住民票、在留カード又は特別永住者書 

・定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人) 

・営業所の平面図及び写真並びに付近見取図 

・指定工事店証 

○ 役員変更の場合 

・登記事項証明書 

・条例第 6 条の 3 第 1 項第 4 号アからウまでのいずれにも該当しない者であることを誓

約する書類 

○ 責任技術者変更の場合 

・責任技術者証の写し 

 

 

－２１－ 



 

様式第 6 号(第 8 条関係) 

〇年 〇月 〇日 

 

排水設備指定工事店申請書 

 

 嘉島町長        様 

 

申請者 住所 上益城郡嘉島町上島 530 番地 

氏名  嘉島 太郎   

 

 次のとおり申請します。 

 

名 称  嘉島設備 

 

住所 

代表者 

氏名 

上益城郡嘉島町上島 530 番地 

電話番号 096(237)2619      

嘉島 太郎 

住所 

営業所 

名称 

上益城郡嘉島町上島 1111 番地  

嘉島営業所            電話番号 096(237)1111 

(添付書類) 

 1 工事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者でな

いことを証する書類 

 2 個人の場合は、住民票、在留カード又は特別永住者証明書 

 3 法人の場合は、定款又は寄附行為、登記事項証明書及び代表者に関する前号に定め

る書類 

 4 営業所の平面図及び付近見取図並びに写真 

 5 選任する責任技術者の排水設備工事責任技術者証の写し及び雇用関係を証する書

類 

 6 工事の施工に必要な設備及び機材を有していることを証する書類 

 7 嘉島町下水道条例第 6 条の 3 第 1 項第 4 号アからウまでのいずれにも該当しないこ

とを証する誓約書 

 

－２２－ 



 

様式第 6 号-2(第 16 条関係) 

〇年 〇月 〇日 

排水設備指定工事店変更届出書 

 

嘉島町長     様 

指定番号 第○○○号 

指定工事店(商号) 嘉島設備 

代表者氏名    嘉島 太郎    

 

異 動 事 項 新 旧 

ふ り が な 

指定工事店名(商号) 

 しんかしませつび 

 新嘉島設備 

   かしませつび 

嘉島設備 

〔添付書類〕 1 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人)  

       2 指定工事店証 

指定工事店所在地 
上益城郡嘉島町上島 1111 番地 

電話 096(237)1111 

上益城郡嘉島町上島 530 番地 

電話 096(237)2619 

〔添付書類〕 1 住民票、在留カード又は特別永住者書 

       2 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人)  

       3 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図 

       4 指定工事店証 

ふ り が な 

代 表 者 氏 名 

 かしま じろう 

 嘉島  次郎 

 かしま たろう 

嘉島  太郎 

〔添付書類〕 1 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人) 

       2 指定工事店証 

役      員 変 更      有 ・ 無 

〔添付書類〕 1 登記事項証明書 

       2 条例第 6 条の 3 第 1 項第 4 号アからウまでのいずれにも該当しな

い者であることを誓約する書類 

責 任 技 術 者 氏 名 
嘉島  次郎 嘉島  太郎 

〔添付書類〕 責任技術者証の写し 
 

 

 

－２３－ 
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様式第 5 号(第 7 条関係) 

〇年 〇月 〇日 

嘉島町排水設備指定工事店継続申請書 

 

 嘉島町長        様 

 

申請者 住所 上益城郡嘉島町上島 530 番地  

                   氏名  嘉島 太郎        

 

 次のとおり申請します。 

 

指 定 番 号   ○○〇 

 

排水設備指定工事店名  嘉島設備 

住 所 

代表者 

氏 名 

 上益城郡嘉島町上島 530 番地 

電話番号 096(237)2619      

嘉島 太郎  

住 所  

営 業 所  

名 称  

上益城郡嘉島町上島 1111 番地  

電話番号 096(237)1111 

嘉島営業所 

(添付書類) 

1 工事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者でない

ことを証する書類 

 2 個人の場合は、住民票、在留カード又は特別永住者証明書 

 3 法人の場合は、定款又は寄附行為、登記事項証明書及び代表者に関する前号に定め

る書類 

 4 営業所の平面図及び付近見取図並びに写真 

 5 選任する責任技術者の排水設備工事責任技術者証の写し及び雇用関係を証する書

類 

 6 工事の施工に必要な設備及び機材を有していることを証する書類 

 7 嘉島町下水道条例第 6 条の 3 第 1 項第 4 号アからウまでのいずれにも該当しないこ

とを証する誓約書 

－２４－ 



水洗便所改造工事費等助成金制度

◎概要

◎助成対象者

1.一般住宅（店舗併用住宅含む）の所有者若しくは使用者

2.集合住宅（アパート等）の所有者

◎助成条件

1.町税等の滞納がない者

2.供用開始後３年以内に接続が完了した者

◎助成額

既設の排水設備の処理方法により助成額の上限を設定しています。

　くみ取り便所改造工事 60,000円

　単独処理浄化槽改造工事 30,000円

　合併処理浄化槽改造工事 20,000円

　単独処理浄化槽改造工事 150,000円

　合併処理浄化槽改造工事 80,000円

◎申請手続き

電話番号 096-237-2652（直通）

－２５－

　原則として本制度の手続きは、排水設備工事に関する手続きと同様に、嘉島町が
認定した排水設備指定工事店（「嘉島町下水道排水設備指定工事店一覧表」参照）
が代行しておこないます。

本制度及び下水道接続（排水設備工事）に関するお問い合わせは、役場水環境課下水道
係

　水質保全と生活環境の改善を図るとともに、下水道事業の経営に不可欠な接続率
向上を目的として、既設住宅の下水道接続のための排水設備工事を行う方に対し、
予算の範囲内において助成金の交付を行う事業です。

※新築は対象外

一
般
住
宅

ただし、工事費用の2分の1の額
が、それぞれの工事の上限額に
達しない場合の助成額は、工事
費用の2分の1の額（千円未満切
り捨て）となります。

集
合
住
宅










